
2020 年 8 ⽉ 24 ⽇ 
関東ラグビーフットボール協会管下 
都道県ラグビーフットボール協会理事⻑ 様 
都道県ラグビーフットボール協会事務局 様 
 

関東ラグビーフットボール協会 
理事⻑ ⼤原 俊⼀ 

理事・普及育成員会委員⻑ ⼤⼭ ⽂雄 
 

⼩学⽣（ミニラグビー）の⾏事等の「注意事項」に関する協⼒のお願い 
(通知) 

拝啓、平素はラグビーフットボール競技の普及育成にご尽⼒を賜りまして、厚く御礼申し
上げます。 
 
早速ですが、新型コロナウイルス肺炎感染症(COVID-19)の感染拡⼤傾向が継続している

ことから、管下の⼩学⽣（ミニラグビー）の⾏事について以下の通りに「注意事項」を列挙
いたしましたので、ご認識とご協⼒をいただきたくお願いいたします。 
 
貴協会におかれましては、主旨をご理解の上、該当する⼩学⽣、⼩学校、⼩学⽣⼥⼦を管

轄する委員会、及び管下のチーム関係者の⽅々に周知いただきますようお願い申し上げま
す。 

敬具 
記 

1． ⼩学⽣（ミニラグビー）に関する⾏事について 
管下の都道県ラグビーフットボール協会が⼩学⽣（ミニラグビー）の試合・⼤会・その他⾏
事(含む合同練習、選抜練習等)を⾏う場合については、以下の通り安全対策と感染予防を最
優先した運営管理を⾏う為の「注意事項」を列挙いたしましたので、管下都道県ラグビーフ
ットボール協会の皆様には「本注意事項」を参考にしていただき、ご認識、ご協⼒いただき
たくお願いします。 
 
1) 「判断と⾏事」 
・ 実施については、都道県ラグビーフットボール協会の判断とする。 
・ ⾏事は原則として同都道県内(宿泊⾃粛)での実施とする。 
・ 都道県境を跨ぐ⾏事を計画する場合、⻑距離の移動や宿泊を伴う⾏事は⾃粛する。 

※ ⻑距離の移動とは 50km 程度を⽬安とする。※ 
2) 「⾏事の前提条件」 



・ 実施する前提条件は、当該都道県、及び同参加チームの所在地において、新型コロナウ
イルス(COVID-19)の感染拡⼤が収束、或いは落ち着いた状況にあり、⾃治体から、外
出⾃粛要請やその他の活動制限の要請が出ていないこととする。 

・ また、都道県ラグビーフットボール協会が、選⼿を始め、参加者の感染予防が徹底でき
る等、安全が確保できると判断できることを前提とする。 

3) 「運 営」 
・ 当該⾏事が参加者の安全確保と感染防⽌を最優先した運営に徹する。 
・ 厚⽣労働省等の各省庁から発出されている“新しい⽣活様式”等の各種通知を準拠する。 
・ JRFUの練習再開のガイドライン、その他の各種 JRFU通知・通達に準拠する。 
  ※ 全ての⾏事の実施については、JRFU の規定する「練習再開のガイドライン(1、2

版)」を始めとした通知・通達に記載している安全対策等の運営⽅法に従う。 
・ 試合を実施する場合は、原則として交流試合とし、観戦は無観客に近い、最低限の選⼿

の家族(引率などの為の)に限定する。 
・ 安全が確保できないと判断する(した)場合は、開催しないか、直ちに開催を取り⽌める。 
  ※ 2)の「前提条件」に変化が起きた場合は、中⽌、延期の措置をとる。 
4) 「参加者」 
・ 参加者(選⼿、指導者、関係者)の居住地、所属⼩学校、勤務地においても感染状況が落

ち着いた状況にあるか、収束していることを確認する。 
・ 参加選⼿は、⾃ら参加を望む場合には保護者の承諾を得る。 
・ 上記に該当しない場合は当該参加者の参加は取りやめる。 
・ U8 については、3 密を避けることが困難であること。保護者の付き添いを制限するこ

とが困難であることから慎重に判断を⾏うこと。 
5) 「指導者」 
・ 指導者は、4)の「参加者」の状況を確認し、該当しない場合は参加を⾃粛させる。 
・ 指導者は、選⼿に対しては、選⼿の⾃主的な判断での参加に限定するよう徹底する。 
・ チームや仲間の為等として、⾏事への参加を求めない。他参加者に対しても同様とする。 
・ 指導者は、選⼿の参加の可否によって、選⼿間、チーム内で差別等が発⽣しないよう、

充分に配慮する。 
・ 指導者は、前項までの事項を保護者に説明する。 
6) 「保護者」 
・ 保護者は、1)〜5)に記載した事項を認識し、その上で、選⼿⾃らが参加を望んでいるこ

とを確認し、保護者として承諾できる場合には、承諾書を提出する。 
7) 「チーム」 
・ チームは、上記 1)〜6)に記載した事項に従って、指導者の⾏動や⾔動を含めて責任を

持って運営管理する。 
8) 「都道県ラグビーフットボール協会」 



・ 都道県協会は、当該⾏事が、上記 1)〜7)に記載した事項について、チームが、履⾏して
いることを確認し、管理監督する。 

 
 
補⾜： 
なお、開催に際しては、事前に関東協会にその内容について実施要項などを添付して連絡し 
ていただければ幸甚です、 
 

以上 


